
 ～災害ハザードエリアにおける開発規制の見直し～

令和２年６月 「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」の成立
令和４年４月１日施行

頻発・激甚化する自然災害に的確に対応するため

土地利用規制、開発規制、立地誘導等により

「防災・減災対策の強化」
「安全なまちづくりの推進」

目 的
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法改正に至る経緯・背景

平成２７年９月 茨城県常総市 ①鬼怒川の堤防決壊により、広範囲の浸水被害

平成２８年８月 岩手県岩泉町 小本川が氾濫し、高齢者施設等が被災

平成２９年７月 九州北部豪雨 ③「線状降水帯」により福岡県朝倉市などで浸水被害や土砂崩れ

平成３０年７月 西日本中心 豪雨により広域的、同時多発的に河川氾濫、土砂崩れにより、
岡山県、広島県、愛媛県などで２００名以上の死者・行方不明者

岡山県倉敷市 ④小田川及び複数の支川が決壊等し、多数の家屋の浸水

平成３０年９月 北海道胆振東部地震 ⑤北海道全域「ブラックアウト（大規模停電）」により、
本州への送電停止
厚真町などで土砂崩れ
札幌市などで液状化

令和元年１０月 台風１９号 ⑧広範囲で記録的な大雨
関東・東北地方を中心に計１４０か所で堤防決壊
死者 ８０名超
住宅の全半壊等 ２７，０００棟超
住宅浸水 ５６，０００棟超

頻発する自然災害
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【平成27年9月 茨城県常総市】
①鬼怒川の堤防決壊

【平成29年7月 福岡県朝倉市】
③九州北部豪雨

【平成30年7月 岡山県倉敷市】
④小田川の浸水被害

【平成30年 北海道胆振東部地震】
⑤土砂災害

【令和元年8月 佐賀県大町町】
⑥六角川周辺の浸水被害

【令和元年 千葉県鴨川市】
⑦台風第15号被害状況

【令和元年 長野県長野市】
⑧千曲川の被害状況

１

【平成28年9月 熊本地震】
②土砂災害
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法改正に至る経緯・背景

短時間強雨の発生頻度 直近３０～４０年間で１．４倍に拡大

氾濫危険水位超過した河川数 平成２６年比で５倍

気候変動の影響

今世紀には、洪水発生頻度が約２倍に増加するとの予想

平成３０年１２月 「防災・減災、国土強靭化のための３か年緊急対策」
「国土強靭化基本計画（改訂）」

平成３１年７月 都市計画基本問題小委員会「中間とりまとめ」

令和２年１月 都市計画基本問題小委員会 審議

令和２年２月 改正法案 閣議決定

令和２年５月 改正法案 衆議院可決

令和２年６月 改正法案 参議院可決、成立

令和４年４月 改正法施行（開発許可の改正部分）

法改正の経過とスケジュール
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改正法の全体像

①災害ハザードエリアにおける新規開発の抑制

②災害ハザードエリアからの移転の促進

③コンパクトシティ（立地適正化計画 ※）と防災施策との連携強化

※ 立地適正化計画とは？

居住機能や医療・福祉・商業、
公 共 交 通 等 の 都 市 機 能 を
誘導することで、都市の機能を
維持し、持続可能性のある
都市形成に関する包括的な
マスタープラン。
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法改正等の内容

6



浸水ハザードエリア

都市計画法施行令第２９条の９第５号＜抜粋＞
～ 浸水ハザードエリア ～

１１号条例及び１２号条例の区域から除外すべき浸
水ハザードエリアは、水防法の浸水想定区域の全域

ではない。

都市計画法施行規則第２７条の６＜抜粋＞
～ 省令で定める事項 ～

条例区域からの除外予定（技術的助言）
〇 家屋倒壊等氾濫想定区域
〇 想定浸水深が２～３ｍ以上の区域

各自治体のハザードマップで示されている浸水想定区
域は、２ｍ又は３ｍのばらつきがあることを踏まえ、
国として浸水深を統一する考えはない。

国の方向性

今後の調整区域内の浸水ハザードエリアの
開発許可について

◎ 開発審査会の個別審査に諮る
7



水害による災害リスク（洪水浸水想定区域等）

出展 〇国土交通省
「立地適正化の手引き」

徒歩による
移動困難
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都市計画法第34条第11号・１２号区域とは
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市街化調整区域

12号区域（既存の集落区域）

市街化区域

11号区域（基準日より
前から登記地目が「宅
地」の土地など

＜１１号区域とは＞

市街化調整区域の中でも一定の集落を形成
しており、主要な道路や排水施設が概ね整
備された区域
＜建築できる建物用途＞
分譲住宅、長屋住宅、小規模店舗など

＜１２号区域とは＞

開発区域の周辺における市街化を促進する
恐れがないと認められ、かつ、市街化区域
内において行うことが困難又は著しく不適
当と認められる建物を建築する土地の区域
＜建築できる建物用途＞

分家住宅（既存の集落区域）、公共移転、
集会所、産業系（区域指定）など



都市計画法第３４条第１１号区域の指定状況
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都市計画法第３４条第１２号区域（既存の集落）の指定状況
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指定日 指定区域 面積(ha)

H15.6.1

【行田市全域：既存の集落】（当初指定：埼玉県）
都市計画法第34条8号の4（埼玉県都市計画法に基づく開発許可
等の基準に関する条例第6条第1項第2号）

約2195

H17.4.1
【行田市全域：既存の集落】（区域指定：権限移譲）
※区域の変更なし

約2195

H18.1.1
【旧南河原村：既存の集落】（区域指定：合併）
※旧南河原村約150ha増

約2345

R1.11.8

【行田市全域：既存の集落】（区域変更：見直し）
※市街化編入による減(若小玉7ha)

農振除外転用、集落拡大による増(全域22ha)

計 約15ha増

約2360

合 計 約2360



本市の浸水想定区域（利根川）・１２号区域
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洪水ハザードマップ（利根川） １２号条例区域指定図

１２号区域（既存の集落）

家屋倒壊等はん濫想定区域
（最大規模降雨）

想定最大規模降雨によ
る洪水浸水想定深３ｍ以
上の区域
（濃いピンク色）

上記の利根川以外
に、荒川・中川流
域（忍川）・福川
等も検討が必要

１１号条例区域も、おお
むね上記の１２号条例区
域と同様の指定



今後の都市計画法第３４条第１１号・１２号区域の見直しについて

第３４条第１１号及び第１２号
区域とは、市街化調整区域内に
おいて一定の条件に基づき、住
宅や小規模な店舗等の建築行為
が可能となる区域のこと。

頻発・激甚化する自然災害(河川の
氾濫等)に対応するため、災害ハ
ザードエリアにおける開発の抑制、
移転の促進、立地適正化計画の強
化など、安全なまちづくりのため
の総合的な対策を講じる。

災害ハザードエリアとなる災害レッドゾーン（本市には対象
となる危険区域は存在しない）と

を、法第３４条第１１号及び第１２号条例区域
から除外する。除外された場所では、一定要件の開発許可が
できなくなる。ただし、既存建物の建替えは可能。
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